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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を含むカメラを用いて対象物の少なくとも一つの部分の画像を生成し評価す
るための、測定対象物と光学センサとの間の相対運動のための手段を提供する座標測定装
置を用いて、前記対象物の寸法を決定するための、方法であって、
　前記カメラを用いて前記少なくとも一つの部分について個別画像が記録され、前記個別
画像は互いに位置ずれを有し、少なくともいくつかの個別画像がそれぞれ部分的に重なり
、
　前記画像を生成するために、前記個別画像またはその信号が互いに前記少なくとも一つ
の部分に関して整列させられ、前記少なくとも一つの部分の前記画像として全体画像とな
るように重ねられ、前記全体画像は一つの個別画像よりも大きく、
　前記全体画像の評価は、実質的に、前記個別画像の重なる領域に限られ、および／また
は、前記全体画像またはその部分の評価は、重なる領域を有する前記個別画像の重なる領
域に基づいて行われ、
　前記画像を生成するために、個別の記録の相互の空間的位置が考慮され、個別の記録の
相互の空間的位置は、個別の記録のグレー値の相関関係を利用して、および／または、そ
れぞれの個別の記録に対して決められたカメラの位置を利用して、決定され、ここにおい
て、カメラの位置は、カメラが組み込まれた座標測定装置の軸位置から決定され、
　前記重なる領域のグレー値は前記全体画像を形成するために加算され、
　前記測定対象物の対象物点および／または輪郭および／または寸法は、前記画像から決
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定されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記対象物の複数の部分について個別画像が記録され、そのうちの少なくともいくつか
は重なることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記画像に積分時間Ｔ全体が割り当てられ、それぞれが＜５ミリ秒である積分時間Ｔ１

,・・・,Ｔｎで、ｎ枚の個別画像が記録され、前記個別画像が重ねられ、ここにおいて、
個別の記録の相互の空間的位置が決定され、重ね合わせの際に考慮されることを特徴とす
る請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記部分の重なり領域は１００％よりも小さく、すなわち１００％と１０％との間であ
ることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　個別画像は、前記対象物のさまざまな回転位置において記録され、測定対象物としては
、回転対称および／または円柱状の形を持つようなものが使われ、
　ここにおいて、個別の記録の相互の空間的位置は、部材の回転位置を利用して決定され
、個別画像が前記対象物の屈曲に基づいて修正されることを特徴とする請求項１ないし４
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記重ね合わせは、個別の記録の画素の強度またはグレー値の加算によって行われるこ
と、および／または、
　前記重ね合わせは、個別の記録の位置的に互いに対応している画素の強度またはグレー
値の平均化によって行われ、結果として生じるグレー値が、除法によって、重ね合わせに
使用される全体画像内のグレー値の数に多くても一つの画素に対して対応して、広げられ
ることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記重ね合わせの前に、個別の記録間の空間的な位置ずれが、移動および／または回転
によって、少なくとも個別の記録の画像面で、修正され、ここにおいて、個別の記録間の
位置ずれの修正の後、全ての使用された個別の記録の画素が、共通のポイントラスターへ
と、再サンプリングによって変換され、ここにおいて、それぞれの目標画素に対して、グ
レー値が、周囲の画素のグレー値から、線形補間法または平均化法によって、算出される
ことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記重ね合わせの後に閾値より下のグレー値を有している全体画像内の領域は考慮され
ず、前記閾値は最大グレー値の２０％であること、および／または、
　前記重ね合わせの際に、重ね合わせに引き入れられた個別画像の少なくとも一つが前記
画像の縁領域に存在している領域の重みづけが行われることを特徴とする請求項１ないし
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記画像の少なくとも一つの領域に関する、少なくとも二つの個別の記録に由来する情
報が共に、全ての個別の記録のさまざまな画素位置に適用され、この画像領域内の特徴の
位置を決定するために使われることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　それぞれの複数の個別の記録が、２０ミリ秒である標準積分時間よりも短い積分時間Ｔ
で、直接連続して記録されることを特徴とする請求項１ないし９のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１１】
　重ねられるべき個別の記録を記録する間に、閃光のような照明が点けられ、ここにおい
て、それぞれの個別の記録に対しての正確な位置が存在し保証されるように、個別画像記
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録、照明、および、座標測定装置の軸位置の記録が同期され、それぞれの個別の記録の積
分時間の間に前記照明が点けられていることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記光学センサの検出平面の平面全体または一つの部分領域または複数の部分領域が、
好ましくは限られた数の行で自由に選ばれて利用されることを特徴とする請求項１ないし
１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　回転対称および／または円柱状の測定対象物を測定するために、回転および／またはス
イベル軸が使われることを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ等の光学センサを用いて、対象物の少なくとも一つの部分の画像を生
成し評価するための方法に関する。
【０００２】
　ノイズが少なくコントラストに富む画像を、例えば画像処理または座標測定技術におけ
る自動焦点測定に、また、他の技術分野においても利用できるようにするためには、カメ
ラで適切な積分時間を設定することが必要である。座標測定技術では、生成した記録につ
いて、例えば輪郭または輪郭点を決定する。これを最高の精度で行えるようにするために
は、できるだけ鮮明な結像が望ましい。しかし、これには、カメラの積分時間の間に、対
象物とカメラが互いに移動されないことが必要である。そうでなければ、輪郭の位置を決
定する際の精度を損ねる不鮮明化効果が生じる。
【背景技術】
【０００３】
　この問題を回避するために、先行技術においては、カメラに対してとりわけ短い積分時
間を選択する方法が知られている。しかしながら、これには画像がとても暗く、そのため
消えてしまっているという問題がある。これらの欠点を回避しようするためには、連続負
荷に加えて、フラッシュ作動において光源を短時間作動させることができる。
【０００４】
　これにより、より高い輝度を達成することができる。しかしながら、とりわけ速い動作
や暗い場面において、これはしばしば不十分なものであり、画像はとても暗く、そのため
消えてしまうか、または、画像のぼけが測定偏差になるほど長時間積分されなければなら
ない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、上述したやり方の方法をさらに発展させ、先行技術の欠点を回避し、とりわ
け、特にカメラと対象物または記録されるべき部分との間に相対運動がある場合において
も、ぼけがない、または、測定歪曲を生じるほどのぼけがない、明るい画像を生成すると
いう課題に基づいている。
【０００６】
　この課題を解決するために、とりわけ、少なくとも一つの部分について複数の個別画像
が記録されること、および、画像を生成するために、個別画像またはその信号が少なくと
も一つの部分に関して互いに整列させられ、重ねられて全体画像となることを提案する。
【０００７】
　とりわけ、本発明は、個別画像が少なくとも部分的に重なるように、一つの部分につい
て、または、複数の部分について、個別画像が記録されること、および、画像を生成する
ために、個別画像またはその信号が互いに関して整列させられ、重ねられて一つの部分あ
るいは複数の部分の画像としての全体画像となり、ここにおいて、全体画像を評価するた
めに、個別画像の重なり領域が考慮されることを特徴とする解決策を意図している。
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【０００８】
　本発明は、カメラ等の光学センサを用いて、対象物の少なくとも一つの部分の画像を生
成し評価するための方法であって、少なくとも一つの部分について個別画像が記録され、
そのうちの少なくともいくつかの個別画像はそれぞれ少なくとも部分的に重なること、お
よび、画像を生成するために、個別画像またはその信号が互いに関して整列させられ、重
ねられて少なくとも一つの部分の画像としての全体画像となり、ここにおいて、全体画像
の評価は、実質的に、個別画像の重なり領域に限られ、および／または、全体画像または
その部分の評価は、重なり領域を有する個別画像の重なり領域に基づいて行われることを
特徴とする方法を提案する。
【０００９】
　　本発明の教示に基づいて、個別画像の記録の間の、光学センサ（以下、保護範囲は限
定しないが、カメラとも呼ぶ）と対象物の少なくとも一つの部分との間の位置の変化を考
慮することで、明るく、動きによるぼけのない画像が利用可能となる。
【００１０】
　したがって、本発明は、カメラを用いて画像を生成するための方法であって、複数の個
別画像から、基本的に重ね合わせにより、個別の記録間の位置ずれを考慮して全体画像を
生成する方法に関する。
【００１１】
　とりわけ、より明るい全体画像を生成するために、複数の個別の記録の強度が重ねられ
る。物理的な原因により、二つの個別の記録の間には常にカメラと記録された測定対象物
領域との間のわずかな位置移動が存在するため、この位置移動は修正されなければならな
い。
【００１２】
　これは、本発明によれば、それぞれの個別の記録について位置を測定し、または、記録
された画像をもとに相関関係を調べそこから位置ずれを計算することによって行うことが
できる。
【００１３】
　次に、個別の記録は、相互の位置ずれに応じて、共通の位置へ、好ましくは共通の画素
ラスターへ、移動される。それから、重ねられた画像を形成するために、グレー値振幅の
重ね合わせが行われる。この画像に、少なくとも側面方向で、選択された画素ラスターの
測定位置が割り当てられる。画像面に垂直な、残りの第三の空間方向で、好ましくは、重
ねられた個別の記録の位置に平均が割り当てられる。
【００１４】
　これは、平均値が画像面への距離値から算出されるということを意味している。画像面
がｘ－ｙ面にある場合、その結果として画像あるいは全体画像に割り当てられるＺ値は、
個別画像の個別のＺ値を平均することによって算出される。
【００１５】
　本発明によれば、動きによるぼけを生じることなく、個別画像から必要な輝度を示す合
成画像が生成され、対象物の少なくとも一つの部分が評価され測定されることができる。
【００１６】
　全体画像であるとともに生成されるべき画像である合成画像を生成するために、個別画
像（部分画像とも呼ぶ）は、個別画像内に存在する対象物の同一の部分に関して互いに整
列させられる。
【００１７】
　測定されるべき対象物の少なくとも一つの部分について個別画像が記録されるという特
徴は、言うまでもなく、対象物全体が捉えられることを除外しない。
【００１８】
　本発明は、カメラ等の光学センサを用いて画像を生成するための方法であって、実質的
に対象物の同一の部分を含み、すなわち、主に重なる対象物部分を含んでいる複数の個別
の記録が重ねられ、ここにおいて、個別の記録の相互の空間的位置が考慮される方法に関
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する。
【００１９】
　とりわけ、本発明は、個別の記録のグレー値の相関関係を利用して、および／または、
それぞれの個別の記録に対して決められたセンサもしくはカメラの位置を利用して、個別
の記録の相互の空間的位置を決定することを特徴とする。センサもしくはカメラの位置は
、例えば、センサもしくはカメラが組み込まれた座標測定装置の軸の位置によって決まる
。
【００２０】
　グレー値の関連付けは、最大合計値が得られるように行われる。これは、重ねられるべ
き個別画像の、外見上横の、すなわち側面の移動によって達成することのでき、少なくと
も一つの部分に関しての個別画像の最大の一致を表している。
【００２１】
　本発明は、個別の記録の画素の強度またはグレー値の加算によって重ね合わせが行われ
ることを特徴とする。
【００２２】
　また、重ね合わせの前に、個別の記録間の空間的位置ずれが、移動および／または回転
によって、少なくとも個別の記録の画像面で、修正されることを意図することができる。
【００２３】
　本発明は、個別の記録から生成された画像は、全ての個別の記録に存在する重なる画像
部分のみを含むことも特徴とする。
【００２４】
　独自の発明として、本発明は、全体画像を評価するために、一つまたは複数の個別画像
の、少なくとも一つの重なりのない領域を考慮されること、および、重なりのない領域を
評価するために、そのグレー値が、個別画像の評価されるべき重なり領域のグレー値へと
規格化されることも意図している。
【００２５】
　したがって、本発明によれば、まず、全ての記録された個別画像が、重なっているか、
または、同一もしくは少なくとも大部分が同一である部材の領域もしくは部分を捉えてい
るかに関係なく、全体画像の決定と評価の際に考慮される。好ましくは、画像を重ね合わ
せる際に、複数の個別の記録が存在している部分に対して、個別の記録から重ね合わせを
実行する。個別の記録が一つしか存在しない部分に対して、重ねられた画像と同一の全体
輝度を達成するために、グレー値の適切な重みづけが行われる。
【００２６】
　概して、本発明は、評価されるべき領域のグレー値が規格化されること、特に、最大の
重なりのある領域のグレー値に対応するグレー値へと規格化されることも特徴とする。
【００２７】
　しかし、個別の領域が評価から除外される場合も、本発明から逸脱しない。
【００２８】
　全ての最終的に考慮された個別画像の全体から、全体画像が合成される。この全体画像
について、例えば縁、縁からの距離または幾何学的特徴を決定するような画像処理アルゴ
リズムを利用して評価を行うことができる。
【００２９】
　好ましくは、部分の重なり領域は１００％よりも小さく、とりわけ１００％と１０％と
の間、好ましくは１００％と５０％との間にあることが意図されている。
【００３０】
　本発明によれば、記録された個別画像の重なり領域は、好ましくはそれぞれの個別画像
の１００％よりも小さいことが意図されている。
【００３１】
　好ましい方法において、重なりはおおよそ５０％であり、それにより、各領域に対して
それぞれ二つの個別画像の重ね合わせを行うことができる。あるいは、重なりは、例えば
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６０％と９０％との間というように、より大きくすることもできる。これにより、領域ご
とに二つ以上の画像が重ねられ、それにより、より高い輝度とより少ないノイズを達成す
ることができる。それとともに、カメラのより少ない積分時間が可能となる。重ね合わせ
または平均値形成の際に、適切なスケーリングを行うことによって、重ねられた画像の数
が考慮される。重なる領域が５０％よりも少ない場合、重ねられた画像が利用可能である
領域とそうではない領域が生じる。重ねられた画像が利用可能でない領域において、輝度
は、グレー値のスケーリングまたは重みづけによって、重ねられた画像の輝度に適合され
る。
【００３２】
　本発明は、全体画像の大きさが一つの個別画像の大きさよりも大きいことも特徴とする
。
【００３３】
　さらに、特に強調されるべきなのは、個別画像が、対象物のさまざまな回転位置におい
て記録されることができることである。したがって、独立した解決案によれば、個別画像
は、測定対象物のさまざまな回転位置において記録される。これにより、例えば回転対称
の部材の外被表面上にある測定対象物のさまざまな部分領域を記録することが可能である
。個別画像と比べて、より多くの次元へと拡大された全体画像を形成するために、測定対
象物の側面の移動を組み合わせることも、同様に可能である。
【００３４】
　また、本発明は、カメラの検出平面の平面全体または一つの部分領域または複数の部分
領域が、好ましくは限られた数の行で自由に選ばれて利用されることを特徴もする。
【００３５】
　カメラ等のマトリクス状の検出平面の利用可能な行および／または列の部分のみが評価
に使われることによって、画像繰り返し率が先行技術と比べて明らかに増やされる。
【００３６】
　この際、例えば、おおよそ３００－４００Ｈｚの画像繰り返し率が実現できる。とりわ
け、曲げられた平面で、行または列を減らすことによって、利用された結像レンズの焦点
深度領域に配置された領域のみが評価される。
【００３７】
　対応する領域の選択は、例えば測定プログラムの構築の予備運転もしくは背景において
、あらかじめ明確に定義された測定ウィンドウの指示によって手動で、および／または、
測定プログラムの進行の間に、記録された画像のコントラストの評価およびあらかじめ定
義されたコントラストの極限値を超える行の選択によって自動で行うことができる。
【００３８】
　とりわけ、部分領域はそれぞれ、マトリクス状の検出平面の限られた数の行および／ま
たは列によって、固定または決定されることが意図されている。
【００３９】
　本発明による教示は、感光性の検出平面の部分領域のみの測定値を記録および／または
処理をする際に、高められた測定頻度が使われることを可能にする。
【００４０】
　実際の測定の前の評価されるべき部分領域の定義には、とりわけ、あらかじめ明確に定
められたウィンドウの定義が適している。これは、例えば測定プログラム構築の背景にお
いて決められることができる。これにより、操作者は、手動で、または、評価ツールを利
用することで、測定されるべき部分領域または鮮明な結像を有する領域を含む測定ウィン
ドウの領域を定義することができる。測定の進行の間の、測定されるべき部分領域の変更
は、特にリアルタイムで、画像全体に対してコントラストを決定することによって、行う
ことができる。なお、画像の個別の画素のコントラスト値の決定は、センサ（先述したよ
うに、本発明の教示は限定しないが、簡略化しカメラとも呼ぶ）で直接、すなわちホスト
コンピュータへ画像を送信することなく行い、または、ホストコンピュータの画像処理ソ
フトウェアで直接行うことができる。とりわけ、ホストコンピュータでのコントラスト値
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の評価の際、できるだけ高い測定頻度を可能にするために、全部ではなく個別に選択され
た画像のみが、カメラによって完全に送信され評価される。ここで、画像内のコントラス
ト値がカメラの反復頻度よりも明らかに遅く変化すると想定される。
【００４１】
　好ましくは、評価されるべき部分領域の切り替えによって、使用された結像レンズの焦
点深度領域にある測定対象物の領域への適合が行われることが意図される。
【００４２】
　本発明は、とりわけ、個別の記録の相互の空間的位置が部材の回転位置を利用して決定
され、好ましくは個別画像が対象物の屈曲に基づいて修正されることを意図している。部
材のさまざまな回転位置において個別の記録を記録する際、個別画像は、測定対象物の屈
曲に基づいて歪められる。独立した発明的思考において、個別画像のこの屈曲は修正され
る。既知の、または、ほとんど既知の、例えばあらかじめ入力された部材表面の曲率半径
を利用し、記録された画素情報の側面の位置が移動されることで、画像内の領域は、存在
している屈曲に応じて修正される。この先行技術においても周知である、回転対称の外皮
表面の展開は、修正の後、まず等距離でない画素ラスターへと続く。これは、再サンプリ
ングによって、等距離の画素ラスターへ、さらなる評価のために、変換される。
【００４３】
　さらに、本発明に特徴的なのは、重ね合わせが、個別の記録の位置的に互いに対応して
いる画素の強度またはグレー値を平均化することによって行われ、好ましくは、結果とし
て生じるグレー値が、好ましくは除法によって、好ましくは、重ね合わせに使用される全
体画像内のグレー値の数に多くても一つの画素に対して対応する因数で、広げられること
である。
【００４４】
　この処置によって、評価されるべきグレー値領域の、共通の最大グレー値への適合が行
われる。
【００４５】
　本発明は、とりわけ、重ね合わせの後に閾値より下のグレー値を有している全体画像内
の領域は考慮されず、ここにおいて、閾値は最大グレー値の、好ましくは２０％、特に好
ましくは１０％であることも特徴としている。
【００４６】
　重ね合わせの後においてもグレー値が閾値よりも下であり、または、重ね合わせが行わ
れていないためグレー値が閾値よりも下であり、全体画像内の領域は、全体画像の決定の
際に考慮されない。ここにおいて、閾値は、例えば最大グレー値の２０％、または、特に
好ましくは１０％である。これにより、低すぎる信号対ノイズ比を持つ領域が評価から除
外される。
【００４７】
　さらに、特に強調されるべきなのは、重ね合わせの際に、重ね合わせに引き入れられた
個別画像の少なくとも一つが縁領域に存在している領域の重みづけが行われるということ
である。
【００４８】
　重ね合わせの際、重ね合わせに引き入れられた個別画像の少なくとも一つが縁領域に存
在している領域の重みづけが行われる。これは、重なりが５０％よりも少ない場合は常に
当てはまる。ここで、合成され重ねられた画像内に、重ね合わせを行うことができる領域
、すなわち個別画像の縁領域が生じる。それに対して、個別の記録の中央の領域では、重
ね合わせが存在しない。したがって、重ね合わせに引き入れられた画像の数に応じて、重
ねられた画像で同一の全体輝度を確保するための適切な重みづけが行われなければならな
い。
【００４９】
　本発明は、とりわけ、個別の記録間の位置ずれの修正の後、全ての使用された個別の記
録の画素が、共通の、好ましくは等距離のポイントラスターへと、再サンプリングによっ
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て変換され、ここにおいて、それぞれの目標画素に対して、グレー値が、周囲の画素のグ
レー値から、好ましくは線形補間法または平均化法によって、算出されることを特徴とし
ている。
【００５０】
　さらに、本発明によれば、再サンプリングによって、これまで周知であった個別画像に
基づく個別の点の決定においてよりも、より高い側面の解像度が得られることが意図され
ている。測定解像度を高くするために、個別画像の重ね合わせまたは重なり、すなわち同
一の対象物部分の何度も記録された情報の使用によって、この余分な情報を使用すること
ができる。とりわけ、側面の解像度を高くするために、好ましくは再サンプリング方法を
使用することによって、画像の少なくとも一つの領域に関する、少なくとも二つの個別の
記録に由来する情報が一緒に、この画像領域内の特徴の位置を決定するために使われるこ
とが意図されている。ここで、全ての画素位置に対して、全ての個別または部分領域から
、結果として生じる画素が決定される。
【００５１】
　さらに強調されるべきなのは、それぞれの複数の個別の記録が、好ましくは標準積分時
間（例えば２０ミリ秒）よりも短い積分時間で、直接連続して記録されるということであ
る。特に好ましくは、積分時間＜５ミリ秒、または＜１ミリ秒、または＜０．５ミリ秒で
ある。それぞれの個別の記録のための積分時間Ｔは、ｔ＝標準積分時間として、４Ｔ≦ｔ
、または特に２０Ｔ≦ｔであるのがよく、特に好ましくは４０Ｔ≦ｔであるのがよい。と
りわけ、１／５０ｔ≦Ｔ≦１／２ｔであるのがよい。
【００５２】
　本発明によれば、評価される画像が記録される通常の積分時間と比較してより短い積分
時間で個別画像が記録される。通常の標準積分時間は、評価することのできるコントラス
トを確保するために、２０ミリ秒であってよい。しかし、これに関する値は、単に例であ
るとして理解されたい。とりわけ、個別画像の全体積分時間は通常の標準積分時間よりも
小さいことが意図されている。
【００５３】
　とりわけ、本発明は、カメラ等の光学センサを用いて画像を生成するための方法であっ
て、画像に積分時間Ｔ－全体が割り当てられ、積分時間Ｔ１からＴｎで記録された複数の
個別の記録が重ねられ、ここにおいて、＜５ミリ秒、または＜１ミリ秒、または＜０．５
ミリ秒等のより短い積分時間の全てのＴ１からＴｎはＴ－全体として記録され、ここにお
いて、個別の記録の相互の空間的位置が決定され、重ね合わせの際に考慮される方法に関
する。
【００５４】
　本発明の方法は、とりわけ、測定対象物の対象物点および／または輪郭および／または
寸法を決定するために、好ましくは座標測定装置において使用され、ここにおいて、座標
測定装置は測定対象物とカメラとの間の相対運動のための手段を提供する。
【００５５】
　好ましくは、本方法は、自動焦点測定の際に画像を生成するために、約０．３ｍｍ／秒
から０．１ｍｍ／秒の標準移動速度として、好ましくはＶ＞０．３ｍｍ／秒またはＶ＞１
ｍｍ／秒またはＶ＞３ｍｍ／秒である高められた移動速度Ｖで、使用される、または、カ
メラの移動の間に画像処理測定のために画像を生成するために使用されることが意図され
ている。自動焦点測定の際、主にカメラ等の光学センサと測定対象物との間の距離が変え
られる。
【００５６】
　独自の発明的な解決思考は、自動焦点測定の際、光学センサの光学軸の方向で個別画像
が記録されること、連続する個別画像が重ねられてグループへと分けられ、それぞれのグ
ループが自動焦点測定のための画像を形成すること、および、全ての個別画像が、場合に
よって存在する横のずれを考慮して、対象物に関して互いに整列させられるということを
特徴とする。
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【００５７】
　本発明が基礎としている教示は、とりわけ、自動焦点測定のための画像生成方法に使用
されることができる。ここで、測定対象物の同一の部分の、光学センサの光学軸の方向に
おいて隣接する少なくとも二つの個別または部分画像が重ねられ、個別画像の全体数はグ
ループへと分けられる。したがって、それぞれのグループは自動焦点測定のための画像ま
たは全体画像を形成する。画像を重ねるために、測定対象物の記録された部分の、場合に
よっては横の、すなわち側面のずれが考慮される。これに関する教示によって、自動焦点
測定の際、短い積分時間が可能となる。最終的には、とりわけ、ぼけが回避され、カメラ
の積分時間の間の光学センサと測定対象物との間の、横の、すなわち側面の位置のずれが
最小限に抑えられるという長所がもたらされる。
【００５８】
　本発明の独立した形態において、カメラ等の光学センサに短い露出時間を選択すること
によって移動ぼけを減らすという基本的な考えは、自動焦点測定に適用される。ここで、
選択された照明条件または測定対象物の表面の性質に関係なく、まず、非常に短時間露出
されそのため非常に暗い画像のみが、光学センサの相対運動の間に、結像方向で記録され
る。
【００５９】
　重ね合わせは、部分画像における輝度、すなわちグレー値を、例えば、例えば２０ミリ
秒の標準露出時間における値に対応する有効な値へと高めることを目的としている。ここ
で好都合なのは、標準露出時間で露出された画像に対して、より短い時間で露出された画
像は、移動方向、またその横断方向における移動によって、明らかに少ない影響を受ける
ということである。移動方向で記録されたそれぞれの部分画像に、全ての三つの空間方向
、すなわち二つの横方向およびほぼ移動方向にある一つの方向における位置が割り当てら
れる。部分画像の全体が、いわゆる画像スタックを形成する。
【００６０】
　本発明によれば、重ね合わせの前に、好ましくは再サンプリングによって、全ての部分
画像は、共通のラスターへ、移動方向と直角に、変換される。これにより、部分画像内に
、互いに対応している領域が生じる。
【００６１】
　その後、生じた画像スタックのそれぞれの部分画像のために、および、個別の画素また
は関連したグループの画素等のそれぞれの部分領域のために、それぞれ互いに対応してい
る領域のグレー値の重ね合わせが別々に行われる。
【００６２】
　これにより、同一の数の部分画像を持つ新しい画像スタックが生じ、その画素はより高
いグレー値を含んでいる。この重ね合わせは、移動平均値フィルターに類似し、移動して
いるということができ、その使用により入力値が同一になる。
【００６３】
　それぞれの部分画像のそれぞれの領域のために、グレー値に対する閾値が超えられるよ
うに、移動方向で隣接する部分画像の、重ね合わせに引き入れられる対応している部分領
域の数が別々に選択される。これにより、例えばコントラスト値の形成または移動方向に
おける最高のコントラストの位置の評価によって、全ての部分画像内の全ての部分領域が
、焦点基準の有効な評価にとって十分に高くあることが確保される。閾値は、必須ではな
いが好ましくは、全ての部分画像内の全ての部分領域に対して同じ大きさであり、例えば
最大可能グレー値の３０％、または５０％、または７０％である。しかし、コントラスト
値の形成の前に、部分領域のグレー値を事実上同一の露出時間に対応させるために、あら
かじめ定められた数の重ね合わせへの規格化を行わなければならない。
【００６４】
　本方法によって、移動方向に沿って変化する画像コントラストの過度な平均化が行われ
るのを防ぐために、重ね合わせに引き入れられる部分画像の数が制限される、または、こ
れらが由来する移動方向の経路が制限される。この経路の制限は、例えば使用された結像
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レンズの焦点深度に関係して定義され、例えば焦点深度の１００％、好ましくは５０％、
特に好ましくは２０％または１０％と定義される。
【００６５】
　特定の形態において、重ね合わせのために、同じ数の隣接する部分画像が正および負の
移動方向において選択される。ここで生じる対称によって、移動方向における結果として
生じる部分領域の位置に、移動方向におけるもとの部分領域の位置が割り当てられる。あ
るいは、移動方向におけるそれぞれの重ね合わせに使われた部分領域の位置の平均値また
は中央値が割り当てられる。
【００６６】
　自動焦点測定の原理とその使用は、例えば、「DE.Z.: Multisensor-Koordinatenmesste
chnik, Die Bibliothek der Technik, verlag moderne industrie, 3. Auflage 2006, (I
SBN-10: 3-937 889-51-5, ISBN-13: 978-3-937 889-51-1), Seiten 26-27 (auto focus) 
und Seite 32 (3D patch)」から読み取れる。
【００６７】
　本発明は、重ねられるべき個別の記録を記録する間に、好ましくは閃光のような照明が
点けられ、ここにおいて、それぞれの個別の記録に対しての正確な位置が存在し保証され
るように、個別画像記録、照明、および、座標測定装置の軸の位置の記録が同期され、そ
れぞれの個別の記録の積分時間の間に照明が点けられていることも特徴とする。
【００６８】
　最高測定速度は、本発明の方法を、画像処理スキャニング方法、または、測定対象物の
移動の間に画像の記録が行われるいわゆるオンザフライ技術と組み合わせることによって
達成されることができる。動きによるぼけを減らすために、光学センサまたはカメラの感
光性の検出手段は、例えば閃光のような照明の使用によって、またはシャッターによって
、短時間だけ露出される。ここで、時間的に制限された露出は、位置捕捉手段を利用した
感光性の検出手段に関する現在の加工品位置の記録、および、感光性の検出手段の測定値
記録と同期して、行われる。これらの方法は、とりわけ、その開示が本発明の主題事項で
ある、ＥＰ－Ｂ－１　２８６　１３４およびＷＯ－Ａ－０３／００９０７０に記載されて
いる。
【００６９】
　好ましくは、カメラはより多くの画素を含み、好ましくはＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラ
である。
【００７０】
　これとは関係なく、測定対象物としては、回転対称および／または円柱状の形を持つよ
うなもの、特にステントを使うことができる。
【００７１】
　とりわけ、回転対称および／または円柱状の測定対象物を測定するために、回転および
／またはスイベル軸が使われる。
【００７２】
　画像処理および手動の位置決めシステムで対象物測定を行う際、測定されるべき位置は
、まず移動軸の手動の確認によって、接近されなければならない。この位置の到達後、画
像の記録が引き起こされ、幾何学的特徴が評価される。ＤＥ－Ａ－１０　２００９　０４
４　０９９には、測定されるべき位置での位置決めを中断しなくてよく、代わりに移動に
おいて測定値の記録が行われる方法の拡大が記載されている。これには、測定されるべき
位置が大まかに接近されなければならないだけであるという利点がある。
【００７３】
　先行技術の周知の方法では、測定されるべき位置があらかじめ定められて、すなわち知
られていなければならない。この位置は、スタートストップまたは操作者の連続的な操作
において手動で接近されなければならない。そのため、操作者は、過度な時間消費に繋が
ることのある部材で方向を定めなければならない。
【００７４】
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　それゆえ、本発明によって、測定対象物のジオメトリの決定を、操作者にやさしく、か
つ、速く実行するという課題も解決されるべきである。とりわけ、ここで、操作者があら
かじめ決められた個別の位置に接近しなければならないということなしに、できるだけ大
きな部分または測定対象物全体が捉えられるべきである。
【００７５】
　本発明のこの態様は、とりわけ、任意で操作者によって実行される光学センサ（画像処
理センサとも呼ぶ）に関する測定対象物の位置決めの間に、画像が記録され、場合によっ
ては評価されるということによって解決される。画像の記録は、移動の間、または、手動
の位置決めプロセスの停止の際に行われる。ここで、使用されたカメラ等の光学センサ、
特にＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラは、規則的に、または、画像内容に変化があった場合に
だけ画像を捉える。画像内容の変化は、例えば、測定位置、照明、カメラの積分時間、閃
光のような照明の期間もしくは時間の変更、または、今まで到達されていなかった位置領
域への到達によって引き起こされる。先述の個別画像に対応し本発明の教示に基づき査定
または評価された部分画像のうちの少なくともいくつかは、少なくとも一つの領域におい
て重なる。
【００７６】
　選択された数の個別画像は、位置決めの終了後、さらなる評価のために利用可能となる
。とりわけ、複数の個別画像（部分画像とも呼ぶ）から、好ましくは補間または平均化ア
ルゴリズムを利用した再サンプリング方法によって、一つの全体画像が合成される。部分
画像は、好ましくはスクリーン上に表示される。これは位置決めと並行して行われ、これ
により、操作者は測定対象物の既に過ぎた領域を監視することができる。場合によっては
、既に捉えられた領域はそれぞれ表示ユニットの大きさへとスケーリングされる。とりわ
け、まだ完全な測定データの存在していない位置が到達されたとき、すなわち、現在画像
処理センサによって記録された対象物領域の部分がまだ画像処理センサの測定領域に配置
されていないときに、部分画像は表示され、さらなる評価のために利用可能となる。これ
は、例えば、既に選択された画像の位置と画像を、現在記録されたものと比べることによ
って、監視することができる。カメラ測定領域と選択された結像対物レンズから形成され
た、画像処理センサの位置と測定領域に基づいて、測定対象物のそれぞれの捉えられた部
分が決定される。
【００７７】
　上述の方法は、大部分が平らである加工品領域に適用できるが、大部分が回転対称の加
工品領域にも適用できる。
【００７８】
　平板の上に固定して配置された平らな加工品の場合、好ましくは、まず垂直の調節を利
用して、測定対象物が画像処理センサの鮮明な領域に位置決めされる。それから、側面の
軸の駆動を利用して、加工品の平面での手動の位置決めが行われ、位置と画像が記録され
る。
【００７９】
　機械回転軸に配置される回転対称または大部分が回転対称の加工品を使用する場合、ま
ず、回転軸に垂直であり、かつ、画像処理センサの光学軸の方向に延びる移動軸を利用し
て、鮮明設定が行われる。その後、画像処理センサに関する測定対象物の側面の位置決め
と回転軸の回転移動の組み合わせの間に、画像の記録が行われる。それから、記録された
画像の表示ユニットへの表示が展開された状態で行われる。
【００８０】
　あらかじめ個別画像に対応している個別の部分画像から全体画像を合成した後、全体画
像は、さらなる評価のため、例えば輪郭、縁または幾何学的特徴の識別と決定のために利
用可能となる。
【００８１】
　本発明によれば、画像処理センサと測定対象物との間に相対運動がある場合でも画像の
記録を行うことができる。この際、画像処理センサによる画像の記録、手動の移動軸の縮
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尺システムによる位置の記録、および、場合によって使用される閃光のような照明の作動
は、トリガ信号に制御されて、同期して行われる。トリガ信号は、例えば、次の場合に生
成される。測定対象物のまだ測定されていない部分領域が画像処理センサによって捉えら
れる新しい測定位置についた場合、または、照明、カメラの積分時間、あるいは閃光のよ
うな照明の期間または時間が変化したため、画像内容が変化したに違いない場合。あるい
は、画像は、測定サイクルであらかじめ設定されて、規則的に記録されることもできる。
【００８２】
　好ましくは、本方法は座標測定装置で使用される。
【００８３】
　したがって、本発明は、光学センサまたは画像処理センサ、および、手動の位置決め装
置を利用して測定対象物のジオメトリを決定する方法に関し、一つの位置決めプロセスの
間、および／または、複数の位置決めプロセス間に、自動的に画像処理センサで個別画像
が記録され、その後選択された個別画像が合成されて全体画像となり、さらなる評価のた
めに利用可能となることを特徴とする。
【００８４】
　とりわけ、あらかじめまだ完全には捉えられていなかった測定対象物の領域が画像処理
センサによって捉えられると、個別画像が選択されることが意図されている。
【００８５】
　本発明は、とりわけ、ＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラといったカメラ等の光学センサが、
規則的に、および／または、位置決め装置の位置の変化の際、および／または、位置決め
装置の位置領域への到達の際、および／または、照明の変化の際、および／または、例え
ばカメラの積分時間または閃光のような照明の期間もしくは時間といった、画像記録およ
び／または画像内容に影響を及ぼす他の要素の変化の際に、個別画像を記録するというこ
とも特徴としている。
【００８６】
　選択された個別画像が少し重なる可能性もある。
【００８７】
　さらに強調されるべきなのは、選択された個別画像が、再サンプリング方法を利用して
、例えば補間または平均化方法を使用して、合成されて全体画像となって、さらなる評価
のために利用可能となり、好ましくは、表示要素上に、回転対称の部材の場合は展開され
た状態で、好ましくはそれぞれ表示ユニットの大きさに合わせてスケーリングされて、表
示されるということである。
【００８８】
　本発明は、記録された個別画像が選択されさらなる評価のために利用可能であるかどう
かの識別が、手動で操作できる移動軸の縮尺システムで決定される位置および／または位
置の変化、および／または、画像処理センサで記録される画像内容を監視することによっ
て行われるということも特徴としている。
【００８９】
　とりわけ、監視することは、それぞれの記録された個別画像の位置および／または画像
内容を決定すること、および、画像が選択される場合には、それぞれの記録された個別画
像の位置および／または画像内容を蓄積すること、および、既に選択された画像の既に存
在している位置および／または画像内容と比較することを含むことが意図されている。
【００９０】
　さらに強調されるべきなのは、既に選択された個別画像の既に存在している位置および
／または画像内容との比較に基づき、個別画像の少なくとも一つの部分があらかじめまだ
捉えられていなかった測定対象物の領域を捉える場合、当該個別画像が選択され、ここに
おいて、カメラ測定領域と選択された結像対物レンズから形成された、画像処理センサの
測定領域が考慮されるということである。
【００９１】
　また、本発明は、加工物表面の画像処理センサの鮮明領域への位置決めのあと、大部分
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が平らな加工物領域は側面の軸を用いて、大部分が回転対称の加工物領域は機械回転軸を
加えて用いて、画像処理センサの測定領域に位置決めされるということも特徴としている
。
【００９２】
　独自の発明的な発展において、画像処理センサと手動の位置決め装置を利用して測定対
象物のジオメトリを決定するための方法であって、画像処理センサと測定対象物との間の
相対運動の際に画像の記録が行われ、ここにおいて、画像処理センサによる個別画像の記
録、および、手動の移動軸の縮尺システムによる位置の記録、および、好ましくは閃光の
ような照明が、トリガ信号によって制御されて、同期して行われることを特徴とする方法
が意図されている。
【００９３】
　とりわけ、本方法は座標測定装置において使用されることが意図されている。
【００９４】
　本発明の更なる詳細、利点および特徴は、請求項および請求項から読み取ることのでき
る特徴から（単独で、および／または、組み合わせで）もたらされるだけでなく、図面か
ら読み取ることのできる好ましい実施例についての以下の記載からももたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】図１は、標準積分時間で記録された、先行技術による画像を示す。
【図２】図２ａ）から図２ｃ）は、標準積分時間よりも短い積分時間で記録された個別画
像を示す。
【図３】図３ａ）から図３ｃ）は、図２の個別画像の、共通の画素ラスターへの整列を示
す。
【図４】図４ａ）から図４ｃ）は、同一の領域に限定された、図３の整列させられた個別
画像を示す。
【図５】図５は、画像４ａ）から４ｃ）のグレー値振幅の重ね合わせによって生成された
全体画像を示す。
【図６】図６は、部材の測定されるべき部分を示す。
【図７】図７は、先行技術による記録されたカメラ画像の位置を示す。
【図８】図８は、図７からの個別画像とその合成を示す。
【図９】図９は、決定されるべき部分の領域における、さらなるカメラ画像の分配を示す
。
【図１０】図１０は、図９からの個別画像を示す。
【図１１】図１１は、図７と図９からの個別画像の位置を示す。
【図１２】図１２は、図１１からの個別画像と全体画像への重ね合わせを示す。
【図１３】図１３は、感光性の検出装置を含んだ測定配置を原理図で示す。
【図１４】図１４は、座標測定装置の原理図を示す。
【図１５】図１５は、表示ユニットの原理図を示す。
【図１６】図１６は、測定対象物の第二の位置における座標測定装置の原理図を示す。
【図１７】図１７は、全体画像の原理図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００９６】
　図１は、比較的長い積分時間（例えば１５または２０ミリ秒の標準積分時間等）の間に
、測定対象物、ここでは対象物の縁が、光学センサ（カメラ等）に対する変動量によって
移動させられた場合に生成される不鮮明な画像を示している。これは、測定装置の振動に
よって、また、移動における光学測定に基づいて故意によっても、引き起こされうる。縁
、すなわち画像内の暗い領域と明るい領域の変わり目の位置の決定は、低い精度でのみ行
うことができる。
【００９７】
　図２ａ）からｃ）は、対象物のほぼ同一の部分、特に図１にあるような同一の対象物の
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縁の３つの記録を示している。これら記録は、直接連続して、２０ミリ秒よりも短い積分
時間、例えば５ミリ秒等で記録された。これらの記録は、縁の鮮明な結像のみを示してい
るが、より短い積分時間ではより暗い画像を示す。低い輝度のために、縁の識別は、場合
によっては、不可能であるか、大きな測定誤差へとつながる。
【００９８】
　図３は、本発明に基づく、個別画像ａ）からｃ）の、共通の画素ラスターへの移動を示
している。この場合、図３ｂ）の画像の位置が基準として選択された。つまり、図３ａ）
は、右へ移動された図２ａ）の画像を示し、図３ｃ）は左へ移動された図２ｃ）の画像を
示している。この移動は、図２ａ）から２ｃ）の個別の画像に割り当てられ、座標測定装
置によって決められた位置に基づいて実行された。あるいは、または、さらに、図２ａ）
から２ｃ）の画像間の位置移動は相関法でも決めることができる。後で画素のグレー値振
幅を加算することができるようにするため、移動は、再サンプリング方法を利用して、正
確に同一の画素ラスターへ、この場合は図２ｂ）または３ｂ）の画像の画素ラスターへと
行われる。図３ａ）およびｃ）の画像の表示された画像領域は図３ｂ）の画像の大きさに
縮小された。
【００９９】
　図４は、本発明に基づいて移動され、さらに図２ａ）からｃ）または３ａ）からｃ）の
全ての三つ部分画像に含まれている領域に限定された画像を示している。
【０１００】
　図５では、最後に、図４ａ)から４ｃ）のそれぞれの画素のグレー値振幅の重ね合わせ
が行うことができ、対象物または対象物の縁の鮮明な結像が生じている。図５の画像の中
間の輝度が、この場合、三つの個別画像の合計輝度に対応しており、そのため、この場合
、１５ミリ秒の積分時間で記録されたが、先行技術では標準積分時間の間の対象物とセン
サとの間の相対運動の際に生じてしまう画像ぼけを有していない、画像と等距離である。
そのため、この結像では、自動焦点方法の際、縁の識別、または、輝度もしくはコントラ
スト評価を非常に高い精度で行うことができる。
【０１０１】
　図１から５に記載された、ノイズを減らすためにより短い積分時間での測定および重ね
合わせを行う方法と同様に、図６から１２では、全体画像へと合成されるべき個別の記録
が、部分的にのみ重なる、または、全く重なっていない方法がより詳しく説明される。
【０１０２】
　ここで、図６は、明るい小さな囲みによって示された部分の領域において光学的に捉え
られるべき部材を示している。
【０１０３】
　図７は、これが先行技術では、例えば二つの個別の記録で、どのように行われるかを示
しており、第一の記録に対しては点線の長方形で、第二の記録に対しては破線の長方形で
示されている。これら両方の個別画像は図８ａおよびｂに示されている。つなぎ合わせて
全体画像へとする際に、図８ｃに示された画像が生じる。図８ａおよびｂから提供された
個別の記録は既により少ない積分時間で記録されたため、図８ｃの結果として生じる画像
は比較的暗い。
【０１０４】
　図９は、３つの白い長方形によって示される、追加の画像が記録される画像内の部分領
域を示している。記録された個別画像は、図１０ａ、ｂおよびｃに示される。
【０１０５】
　図１１は、３つの長方形と点線または破線で示された２つの長方形によって示される、
この例５において一緒に記録された部分画像を示している。ここで、個別の記録はそれぞ
れ５０％重なることがわかる。結果として生じる個別の記録は図１２ａから１２ｅに示さ
れる。画像ａおよびｂ、ｂおよびｃ、ｃおよびｄ、ｄおよびｅ間の重なりは、それぞれ約
５０％である。重なり領域のグレー値振幅が加算されると、重なりが存在している領域に
対して、図１２ｆに示される全体画像が生じる。図１２ａの左半分および図１２ｅ内に示
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された個別画像の右半分は、ここでは、重なりが存在していないため、評価に引き入れら
れなかった。あるいは、規格化またはスケーリング、この場合はこれらの欠けている領域
のグレー値振幅の倍増を行い、これらも全体画像へと引き入れられることができる。
【０１０６】
　この全体画像が図１２ｇに示される。図１２ａの左半分および図１２ｅの右半分に由来
する領域がより高いノイズレベルを有していることがわかる。
【０１０７】
　部材の表面が屈曲している場合にも、同様の手順が可能である。このため、個別の記録
は、例えば部材のさまざまな回転位置において決定される。続いて、画像内の領域が存在
している屈曲に合わせて修正されると、個別の記録の重ね合わせの際、再サンプリングに
よって等距離であるポイントラスターが、好ましくは例えば円柱状の部材の外被表面の展
開された図に対して、生じる。
【０１０８】
　図６から１２に示された方法は、５０％よりも大きいまたは小さい重なり度合において
も同様に可能である。このため、対象物領域ごとに、複数の画像が重ねられてそのグレー
値振幅が合算される、または、重ね合わせが行われずグレー値の適切なスケーリングが行
われる。
【０１０９】
　図１３は、光学結像システム９１０とも呼ばれ、また、先にはカメラとも呼ばれた光学
センサを示している。この光学センサは、マトリクス状の感光性検出装置９１１と結合さ
れ、回転軸９１２に取り付けられた回転状の測定対象物９１３の測定に使用される。測定
対象物９１３の表面屈曲に基づいて、その都度測定対象物９１３の特徴の部分のみが、検
出装置９１１上に鮮明に表示される。光学結像システム９１０の焦点深度に応じて、例え
ば、特徴９１４のみが定義された回転位置で鮮明に写される。そのため、例えば、特徴９
１５は回転段階において先に、および、特徴９１６は回転段階において後に、鮮明に写さ
れる。実施例において、特徴９１４は鮮明に写され、適切に評価されることができるので
、検出装置９１１の行９１７および９１８の間の検出装置９１１の領域を評価し、評価装
置へと送れば十分である。これにより、検出装置の明らかにより高い反復率を再び達成す
ることができる。
【０１１０】
　この例において、測定対象物９１３の鮮明に写された部分は、測定対象物の対応する回
転を想定すると、感光性検出装置９１１の画像領域に位置を固定されたままであると仮定
できる。そのため、測定進行のプログラミングの間に、測定ウィンドウの固定位置を定義
することが有効である。
【０１１１】
　回転状の測定対象物９１３のこれらの測定方法においても、本発明の教示によれば、評
価の際に重なり領域を利用するために、個別画像が少なくとも部分的に重なるように、個
別画像が記録される。
【０１１２】
　図１４は、特にＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラであるカメラ等の画像処理センサ２を備え
た座標測定装置１、手動の位置決め軸３、および、第一の位置における測定対象物４を、
単に原理的に示している。参照符号５は、この位置における測定対象物４の、画像処理セ
ンサ２によって捉えられた領域を示している。この領域は、図１５に示された表示ユニッ
ト６の上に、まず、フルスクリーンサイズで表示される。
【０１１３】
　図１６は、測定対象物４の第二の位置における、図１４の座標測定装置を示している。
操作者が位置決め軸３の手動駆動を働かせることによって、この位置についた。今、測定
対象物の領域７は画像処理センサ２によって捉えられる。位置決め軸３の縮尺システムに
よって決められた位置の変更によって示された、変更後の測定対象物位置に基づいて、測
定対象物４のまだ捉えられていない領域７が画像処理センサ２によって捉えられ、記録さ
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れた個別画像が選択され、領域５の既に選択された個別画像とともに再サンプリング方法
を利用して合成されて全体画像８となることがわかる。
【０１１４】
　図１７は、測定対象物の領域５および７からの全体画像８の、表示ユニット６上への表
示を示している。表示は、全ての記録された領域が見えるように、スケーリングされて行
われる。
【０１１５】
　全体画像８の領域についての追加の情報が存在しないため、まず領域５および７のみか
ら全体画像８が構成される。
【０１１６】
　あるいは、本発明によれば、連続する画像が画像処理センサ２によって記録される。す
なわち、図１４の第一の位置と図１６の第二の位置との間の位置においても、特に位置決
め軸３の移動の間に、画像が記録される。記録された画像は、その位置に応じて重ねられ
、一つ一つ全体画像８を満たす。画像処理センサのカメラが短時間だけ露出される、およ
び、必要な輝度が本発明による部分画像の重ね合わせによって達成されることによって、
移動の間に記録された画像に対して、最大の画像の鮮明さを達成することができる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］
　カメラのような光学センサを用いて対象物の少なくとも一つの部分の画像を生成し評価
するための方法であって、
　前記少なくとも一つの部分について個別画像が記録され、そのうちの少なくともいくつ
かの個別画像はそれぞれ少なくとも部分的に重ねられ、および、
　前記画像を生成するために、前記少なくとも一つの部分の画像として全体画像となるよ
うに前記個別画像またはその信号が互いに関して整列させられ、重ねられ、
　前記全体画像の評価は、実質的に、前記個別画像の重なる領域に限られ、および／また
は、前記全体画像またはその部分の評価は、重なる領域を有する個別画像の重なる領域に
基づいて行われることを特徴とする方法。
　[２]
　前記対象物の複数の部分について個別画像が記録され、そのうちの少なくともいくつか
は重なることを特徴とする[１]に記載の方法。
　[３]
　前記画像を生成するために、個別の記録の相互の空間的位置が考慮されることを特徴と
する[１]または[２]に記載の方法。
　[４]
　前記画像に積分時間Ｔ全体が割り当てられ、Ｔ１,・・・,Ｔｎのそれぞれが≦Ｔ全体、
特にＴ１,・・・,Ｔｎのそれぞれが＜５ミリ秒、好ましくはＴ１,・・・,Ｔｎのそれぞれ
が＜１ミリ秒、特に好ましくはＴ１,・・・,Ｔｎのそれぞれが≦０．５ミリ秒である積分
時間Ｔ１,・・・,Ｔｎで、ｎ枚の個別画像が記録され、前記個別画像が重ねられ、ここに
おいて、個別の記録の相互の空間的位置が決定され、重ね合わせの際に考慮されることを
特徴とする[１]ないし[３]の少なくとも一に記載の方法。
　[５]
　前記全体画像を評価するために、全ての個別画像に含まれている個別画像の領域のみが
考慮されることを特徴とする[１]ないし[４]の少なくとも一に記載の方法。
　[６]
　前記全体画像を評価するために、全ての個別画像が、場合によって存在する重なりに関
係なく、考慮されることを特徴とする[１]ないし[５]の少なくとも一に記載の方法。
　[７]
　前記全体画像を評価するために、一つまたは複数の個別画像の少なくとも一つの重なり
のない領域が考慮されること、および、
　前記重なりのない領域を評価するために、そのグレー値が、個別画像の評価されるべき
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重なり領域のグレー値へと規格化されることを特徴とする[１]ないし[６]の少なくとも一
に記載の方法。
　[８]
　評価されるべき領域のグレー値は、特に最大の重なりのある領域のグレー値に対応する
グレー値へと、規格化されることを特徴とする[１]ないし[７]の少なくとも一に記載の方
法。
　[９]
　前記全体画像の大きさは、一つの個別画像の大きさよりも大きいことを特徴とする[１]
ないし[８]の少なくとも一に記載の方法。
　[１０]
　前記部分の重なり領域は１００％よりも小さく、特に１００％と１０％との間、好まし
くは１００％と５０％との間であることを特徴とする[１]ないし[９]の少なくとも一に記
載の方法。
　[１１]
　個別の記録の相互の空間的位置は、個別の記録のグレー値の相関関係を利用して、およ
び／または、それぞれの個別の記録に対して決められたカメラの位置を利用して、決定さ
れ、ここにおいて、カメラの位置は、好ましくはカメラが組み込まれた座標測定装置の軸
の位置から好ましくは決定されることを特徴とする[１]ないし[１０]の少なくとも一に記
載の方法。
　[１２]
　個別画像は、前記対象物のさまざまな回転位置において記録されることを特徴とする[
１]ないし[１１]の少なくとも一に記載の方法。
　[１３]
　個別の記録の相互の空間的位置は、部材の回転位置を利用して決定され、好ましくは、
個別画像が前記対象物の屈曲に基づいて修正されることを特徴とする[１]ないし[１２]の
少なくとも一に記載の方法。
　[１４]
　重ね合わせは、個別の記録の画素の強度またはグレー値の加算によって行われることを
特徴とする[１]ないし[１３]の少なくとも一に記載の方法。
　[１５]
　重ね合わせは、個別の記録の位置的に互いに対応している画素の強度またはグレー値の
平均化によって行われ、好ましくは、結果として生じるグレー値が、好ましくは除法によ
って、好ましくは、重ね合わせに使用される全体画像内のグレー値の数に多くても一つの
画素に対して対応する因数で、広げられることを特徴とする[１]ないし[１４]の少なくと
も一に記載の方法。
　[１６]
　重ね合わせの前に、個別の記録間の空間的な位置ずれが、移動および／または回転によ
って、少なくとも個別の記録の画像面で、修正されることを特徴とする[１]ないし[１５]
の少なくとも一に記載の方法。
　[１７]
　個別の記録から生成された画像は、全ての個別の記録内に存在する、重なる画像部分の
みを含むことを特徴とする[１]ないし[１６]の少なくとも一に記載の方法。
　[１８]
　重ね合わせの後に閾値より下のグレー値を有している全体画像内の領域は考慮されず、
ここにおいて、前記閾値は最大グレー値の、好ましくは２０％、特に好ましくは１０％で
あることを特徴とする[１]ないし[１７]の少なくとも一に記載の方法。
　[１９]
　重ね合わせの際に、重ね合わせに引き入れられた個別画像の少なくとも一つが縁領域に
存在している領域の重みづけが行われることを特徴とする[１]ないし[１８]の少なくとも
一に記載の方法。
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　[２０]
　個別の記録間の位置ずれの修正の後、全ての使用された個別の記録の画素が、共通の、
好ましくは等距離のポイントラスターへと、再サンプリングによって変換され、ここにお
いて、それぞれの目標画素に対して、グレー値が、周囲の画素のグレー値から、好ましく
は線形補間法または平均化法によって、算出されることを特徴とする[１]ないし[１９]の
少なくとも一に記載の方法。
　[２１]
　前記画像の少なくとも一つの領域に関する、少なくとも二つの個別の記録に由来する情
報が共に、好ましくは再サンプリング方法を使用することによって、全ての個別の記録の
さまざまな画素位置に適用され、この画像領域内の特徴の位置を決定するために使われる
ことを特徴とする[１]ないし[２０]の少なくとも一に記載の方法。
　[２２]
　それぞれの複数の個別の記録が、直接連続して記録され、ここにおいて、好ましくは、
それぞれの個別の記録は、例えば２０ミリ秒である標準積分時間よりも短い積分時間Ｔで
、特に積分時間Ｔ＜５ミリ秒で、好ましくは積分時間Ｔ＜１ミリ秒で、特に好ましくは積
分時間Ｔ＜０．５ミリ秒で記録されることを特徴とする[１]ないし[２１]の少なくとも一
に記載の方法。
　[２３]
　前記方法は、測定対象物の対象物点および／または輪郭および／または寸法を決定する
ために、好ましくは座標測定装置において、使用され、ここにおいて、前記座標測定装置
は測定対象物と光学センサとの間の相対運動のための手段を提供することを特徴とする[
１]ないし[２２]の少なくとも一に記載の方法。
　[２４]
　自動焦点測定の際、光学センサの光学軸の方向で個別画像が記録されること、
　連続する個別画像が重ねられてグループへと分けられ、それぞれのグループが自動焦点
測定のための画像を形成すること、および、
　全ての個別画像が、場合によって存在する横のずれを考慮して、対象物に関して互いに
整列させられることを特徴とする[１]ないし[２３]の少なくとも一に記載の方法。
　[２５]
　一つまたは複数の画素から成る、それぞれの部分画像およびそれぞれの部分画像のそれ
ぞれの部分領域に対して、移動方向において隣接する部分画像の、重ね合わせに使われる
対応している部分領域の数が別々に選択されるように、
　好ましくは、それぞれの部分画像のそれぞれの部分領域の重ね合わせ後に存在している
グレー値が、それぞれ、好ましくは共通の、閾値を超え、好ましくはその後でグレー値が
重ね合わせの数に応じて規格化されるように、
　部分画像の重ね合わせが行われることを特徴とする[１]ないし[２４]の少なくとも一に
記載の方法。
　[２６]
　重ね合わせのために、同じ数の隣接する部分画像が正および負の移動方向において選択
され、移動方向において結果として生じる部分領域の位置に、移動方向におけるもとの部
分領域の位置が割り当てられ、または、移動方向におけるそれぞれの重ね合わせに使われ
た部分領域の位置の平均値もしくは中央値が割り当てられることを特徴とする[１]ないし
[２５]の少なくとも一に記載の方法。
　[２７]
　前記方法は、自動焦点測定の際に画像を生成するために、約０．３ｍｍ／秒から０．１
ｍｍ／秒の標準移動速度として、好ましくは＞０．３ｍｍ／秒、または＞１ｍｍ／秒、ま
たは＞３ｍｍ／秒である高められた移動速度で、使用され、または、カメラの移動の間に
画像処理測定のために画像を生成するために使用されることを特徴とする[１]ないし[２
６]の少なくとも一に記載の方法。
　[２８]
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　重ねられるべき個別の記録を記録する間に、好ましくは閃光のような照明が点けられ、
ここにおいて、それぞれの個別の記録に対しての正確な位置が存在し保証されるように、
個別画像記録、照明、および、座標測定装置の軸の位置の記録が同期され、それぞれの個
別の記録の積分時間の間に前記照明が点けられていることを特徴とする[１]ないし[２７]
の少なくとも一に記載の方法。
　[２９]
　前記光学センサはより多くの画素を含み、好ましくはＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラであ
ることを特徴とする[１]ないし[２８]の少なくとも一に記載の方法。
　[３０]
　前記光学センサの検出平面の平面全体または一つの部分領域または複数の部分領域が、
好ましくは限られた数の行で自由に選ばれて利用されることを特徴とする[１]ないし[２
９]の少なくとも一に記載の方法。
　[３１]
　測定対象物としては、回転対称および／または円柱状の形を持つようなもの、特にステ
ントが使われることを特徴とする[１]ないし[３０]の少なくとも一に記載の方法。
　[３２]
　回転対称および／または円柱状の測定対象物を測定するために、回転および／またはス
イベル軸が使われることを特徴とする[１]ないし[３１]の少なくとも一に記載の方法。
　[３３]
　測定されるべき対象物を光学センサに関して調節することのできる手動の位置決め装置
を利用する方法であって、
　一つの位置決めプロセスの間、および／または、複数の位置決めプロセス間で、前記光
学センサで自動的に個別画像が記録され、その後、選択された個別画像が合成されて全体
画像となり、さらなる評価のために利用可能となることを特徴とする[１]ないし[３２]の
少なくとも一に記載の方法。
　[３４]
　あらかじめまだ完全には捉えられていなかった測定対象物の領域が前記光学センサによ
って捉えられると、個別画像が選択されることを特徴とする[１]ないし[３３]の少なくと
も一に記載の方法。
　[３５]
　特にＣＣＤまたはＣＭＯＳカメラのようなカメラである光学センサが、規則的に、およ
び／または、位置決め装置の位置の変化の際、および／または、位置決め装置の位置領域
への到達の際、および／または、照明の変化の際、および／または、例えば光学センサの
積分時間または閃光のような照明の期間もしくは時間といった、画像記録および／または
画像内容に影響を及ぼす他の要素の変化の際に、個別画像を記録することを特徴とする[
１]ないし[３４]の少なくとも一に記載の方法。
　[３６]
　選択された個別画像が重なることを特徴とする[１]ないし[３５]の少なくとも一に記載
の方法。
　[３７]
　選択された個別画像が、再サンプリング方法を利用して、例えば補間または平均化方法
を使用して、合成されて全体画像となって、さらなる評価のために利用可能となり、好ま
しくは、表示要素上に、回転対称の部材の場合は展開された状態で、好ましくはそれぞれ
表示ユニットの大きさに合わせてスケーリングされて、表示されることを特徴とする[１]
ないし[３６]の少なくとも一に記載の方法。
　[３８]
　個別画像が選択されさらなる評価のために利用可能であるかどうかの識別が、手動で操
作できる移動軸の縮尺システムで決定される位置および／または位置の変化、および／ま
たは、画像処理センサで記録される画像内容を監視することによって行われることを特徴
とする[１]ないし[３７]の少なくとも一に記載の方法。
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　[３９]
　監視することは、それぞれの記録された個別画像の位置および／または画像内容を決定
すること、および、個別画像が選択される場合には、それぞれの記録された個別画像の位
置および／または画像内容を蓄積すること、および、既に選択された個別画像の既に存在
している位置および／または画像内容と比較することを含むことを特徴とする[１]ないし
[３８]の少なくとも一に記載の方法。
　[４０]
　既に選択された個別画像の既に存在している位置および／または画像内容との比較に基
づいて、個別画像の少なくとも一つの部分が、あらかじめまだ捉えられていなかった測定
対象物の領域を捉える場合、当該個別画像が選択され、ここにおいて、カメラ測定領域等
のセンサと選択された結像対物レンズから形成された、光学センサの測定領域が考慮され
ることを特徴とする[１]ないし[３９]の少なくとも一に記載の方法。
　[４１]
　加工物表面の光学センサの鮮明領域への位置決めのあと、大部分が平らな加工物領域は
側面の軸を用いて、大部分が回転対称の加工物領域は機械回転軸を加えて用いて、光学セ
ンサの測定領域に位置決めされることを特徴とする[１]ないし[４０]の少なくとも一に記
載の方法。
　[４２]
　光学センサと手動の位置決め装置を用いて測定対象物のジオメトリを決定する方法であ
って、
　光学センサと測定対象物との間の相対運動の際に画像の記録が行われ、ここにおいて、
光学センサによる画像の記録、手動の移動軸の縮尺システムによる位置の記録、および、
好ましくは閃光のような照明が、トリガ信号によって制御されて、同期して行われること
を特徴とする[１]ないし[４１]の少なくとも一に記載の方法。
　[４３]
　前記方法は座標測定装置において使用されることを特徴とする[１]ないし[４２]の少な
くとも一に記載の方法。



(21) JP 6244299 B2 2017.12.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(22) JP 6244299 B2 2017.12.6

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(23) JP 6244299 B2 2017.12.6

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(24) JP 6244299 B2 2017.12.6

【図１６】 【図１７】



(25) JP 6244299 B2 2017.12.6

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  102011056788.7
(32)優先日　　　　  平成23年12月21日(2011.12.21)
(33)優先権主張国　  ドイツ(DE)

(72)発明者  ヴィンク、ペーター
            ドイツ連邦共和国、３５７４５　ヘルボルン、フライヘアー－フォム－シュタイン－シュトラーセ
            　３

    審査官  佐藤　直樹

(56)参考文献  特表２００４－５０９３４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０６９３５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１３１７７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１８６４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　　７／０９１　　　
              Ｇ０３Ｂ　　３７／０２　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　　５／５０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

